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議案第２６号 令和３年度習志野市一般会計補正予算（第３号） 

１ 歳入歳出補正予算 補正前 ６１８億９,５２５万６千円 

 補正額     １億４,７８２万３千円 

 補正後 ６２０億４,３０７万９千円 

 

（歳出概要）・自治振興施設運営費 

      ・子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）支給事業 

 

 

議案第２７号 習志野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

（マイナンバー法）の改正により、地方公共団体情報システム機構がマイナンバー

カードの再発行に関する手数料を徴収するものとされたことに伴い、本市の事務

としての手数料に係る規定を削るものです。 

 改正前 改正後 

手数料の徴収 

（現行８００円） 
市区町村長 

地方公共団体情報システム機構

（徴収事務については、同機構からの

委託を受け、引き続き市の窓口にお

いて行う予定） 

 

（施行期日） 

令和３年９月１日から施行します。 

 

議案第２８号 習志野市行政手続における特定の個人を識別するための番号の 

利用等に関する条例及び習志野市個人情報保護条例の一部を改

正する条例の制定について 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

（マイナンバー法）の改正に伴い、条例で引用している条項番号を改正するもので

す。 

 

（施行期日） 

令和３年９月１日から施行します。 
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議案第２９号 習志野市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

「地方税法」の改正に伴い、改正するものです。 

 

１ 個人市民税  

新型コロナウイルス感染症等による影響への経済対策として、住宅投資を幅広く喚

起するため、住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）について、一定の要件を

満たす場合に、その適用期限が令和１７年度分まで１年間延長となります。 

 

２ 固定資産税・都市計画税  

(１) 固定資産税及び都市計画税の据置年度において、地価が下落している場合に

評価額を修正することができる特例措置を、令和５年度分まで継続します。 

 

（２） 東日本大震災による被災住宅用地に係る固定資産税等の特例措置の適用期

限を５年間延長し、令和８年度までとします。 

 

３ その他文言整理をします。 

 

（施行期日） 

１及び２については、公布の日から施行します。 

３については、令和４年１月１日又は令和６年１月１日から施行します。 

 

 

議案第３０号 習志野市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の 

制定について 

令和３年度税制改正において、国が定める省令等における押印義務等が見直された

ことに伴い、本市においても、審査の申出者及び関係者が提出する書類について、署名

及び押印を不要とするものです。 

 

（施行期日） 

公布の日から施行します。 
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議案第３１号 習志野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

の一部を改正する条例の制定について 

１ 習志野都市計画地区計画の変更に伴い、次のように既存の地区整備計画区域

に「商業業務街区地区」を追加し、建築物の制限を規定します。 

(１) 地区整備計画区域の名称 新習志野駅前地区 

(２) 地 区 の 区 分 商業業務街区地区 

(３) 位       置 茜浜二丁目の一部 

(４) 建築物の制限内容 

ア 建築物の用途の制限 

イ 建築物の敷地面積の最低限度 

ウ 壁面の位置の制限 

 

２ 建築物の敷地面積の最低限度について、現に建築物の敷地として使用されて

いる土地等には、適用しないものとします。 

 

３ その他文言整理をします。 

 

（施行期日） 

公布の日から施行します。 
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議案第３２号 訴えの提起について（習志野市実籾コミュニティホール等損害

賠償請求事件） 

損害賠償請求に関し、次のとおり訴えを提起するものです。 
 
１ 相手方 

住 所 東京都新宿区市谷八幡町９番地 

名 称 株式会社 ＺＥＮウェルネス 
 
２ 請求の趣旨 

(１) 相手方は、市に対し、損害賠償金８７４万８，３６５円及び遅延損害金を支払う

こと。 

(２) 訴訟費用は、相手方の負担とする。 
 

３ 事件の要旨（事件の概要、訴えの提起の理由） 

台風が習志野市付近を通過した際、習志野市実籾コミュニティホール等にお

いて発生した漏水被害について、台風による自然災害ではなく、相手方の管理

の瑕疵等により生じたものと判断し、賠償請求及び督促を行いましたが、これ

に応じないことから、訴えにより損害賠償金の支払を求めるものです。 

 

 

議案第３３号 固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めること 

について 

次の者を固定資産評価審査委員会の委員として選任することについて、地方税法

第４２３条第３項の規定に基づき、同意を求めるものです。 

 
住  所  習志野市津田沼 

氏  名  田 中 知 華 （たなか ちか） 

任  期  ３年（新任） 

 


